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.は じ め に

　 ニ ュー ・サ ウス ・ウ ェル ズ(New　 South　 Wales)植 民 地 の初 代 総 督 フ ィ リップ(A,

Phillip)は,先 住 民 で あ る ア ボ リジ ニに対 して も 「公正 」 に接 して 友好 関 係 を維 持 し

よ う と した 。 しか し白人 入植 者 達 は,ア ボ リジ ニ の習 慣 や 行動 を理 解 す る こ とが で き

ず,次 第 に嫌 悪 と敵 対 感 を つ の らせ た 。 白入 入 植 者 達 は 一 方 的 に ア ボ リジ ニが 生 活 し

て い る土 地 に侵 入 し,そ の 生活 基 盤 を 奪 い,武 力 ・暴 力 に よ る虐 殺 を行 った 。 同 時 に

持 ち込 ん だ新 しい病 気 や アル コ ール,あ るい は女 性 の掠 奪 な どに よ って,ア ボ リジ ニ

社 会 は 急速 に解 体 した 。 英 本 国 政府 や総 督,あ るい は キ リス ト教徒 の ミッシ ョ ンな ど

に よ る保護 や 同化 を 目ざ した 活 動 もあ った が,全 体 と して ア ボ リジ ニの人 口は 急 速 に

減 少 した。 白人 が初 め て入 植 した1788年 に は 推 定30万 人 余 で あ った 人 口が,1861年 に

は18万 人 弱 とな り,20世 紀 前 半 に は6万 人 台 に まで落 ち込 む こと とな った。 と りわ け

タス マ ニ ア(Tasmania)と ビ ク トリア(Victoria)の 人 口減 は 急速 で あ った。1788年

か ら1861年 にか け て,タ ス マ ニ ア で は約4,500人 か らわ ず か18人 に,ビ ク ト リア で も

約15,000人 か ら2,384人 へ と急 減 した 【SMITH　 1980:208]。 当 時バン・ディーメンズ ・

ランド(Van　Diemen'sLand)と 呼 ぼ れ た タ ス マ ニ ア にお け る1820年 代 の虐 殺 は と り

わ け 著 しい もの で あ り,そ の 結 果1876年 に は 最 後 の一 人 が 死 亡 し,タ ス マ ニ アの 純 血
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ア ボ リジ ニが 完 全 に絶 滅 した こ とは 周知 の と ころ で あ る。

　 一般 に 白人 の移 民 ・入 植 者 達 は,世 界 各 地 で 先住 の民 族 との 敵 対 ・抗 争 に よる虐 殺

を行 う一 方 で,政 策 的 ・人 道 的 ・宗 教 的 な さ ま ざま な立 場 か らの 保護 や 同化 の努 力 を

も行 って きた。 同化(culturalization)政 策 は 白人 社 会 に お け る教 育 と雇 用 を進 め る

こ とが主 目的 とな り,保 護(protection)政 策 は 多 くの 場 合 隔 離(segregation)政 策

と表 裏 一 体 とな る。 従 って,A.敵 対 ・抗 争,　B.同 化 ・雇 用,　 C.保 護 ・隔離 とい

う三 極 の枠 の 中 で,場 所 や 時 期 に応 じて政 策 や社 会 的 姿 勢 が 揺 れ動 い て きた こ とに な

る。 見 方 を 変 え れ ば,時 と場 所 に応 じて,結 果 的 にそ れ を 使 い わ け な が ら,支 配 と定

着 を進 め て きた こ とに な る。

　 オ ース トラ リア に お いて も この点 は全 く同様 で あ るが,例 え ば北 米 や す ぐ東方 の ニ

ュー ジ ー ラ ン ドに お い て も しぼ しば 存 在 した,契 約 や 協 定 な どを 全 く欠 除 して い る 点

が ユ ニ ー クで あ る こ とに な る。 つ ま り,前 掲 の いず れ の方針 に傾 くと して も,あ る い

は いず れ の方 向 を具 体 化 す るに して も,一 切 の契 約 や 協定 もな く,一 方 的 に 白人 社 会

の規 範 な い し感 覚 に よって 進 め られ た ので あ り,自 己 決 定(self　 determination)主 義

や 自己 管 理(self　 management)主 義 が政 策 レベ ル とな る の は漸 く1970年 代 の こ とで

あ る。

　 さて,1830年 代 の 中 ご ろか ら 白人 の入 植 が始 ま った ポ ー ト ・フ ィ リッ プ地 区(Port

Phillip　 District,後 の ビ ク ト リア)で も,入 植 者 の 姿 勢 は前 述 の三 極 を 揺 れ 動 くか,

あ るい は 人物 や 立 場 に よ って さま ざ まで あ った。 しか し,30年 代 の ポ ー ト ・フ ィ リッ

プ地 区 で は,1820年 代 の タス マ ニア の経験 か ら,宥 和 を め ざす 姿 勢が 相 対 的 に 目立 っ

た 時 期 で あ り,白 人 入 植者 が ア ボ リジ ニ と結 んだ と され る唯 一 の 「契 約 」 が,例 外 的

に 存 在 した。 そ れ に もか か わ らず,ポ ー ト ・フ ィ リ ップ地 区 で も,前 述 の よ うに ア ボ

リジ ニは絶 滅 に近 い人 口急減 を余 儀 な くされ た の であ る。

　 小 稿 で は,こ の よ つな1830年 代 の ポ ー ト ・フ ィ リ ップ地 区 に おけ る,初 期 入植 者 と

ア ボ リジ ニの接 触 の 状 況 を さ ぐる こ とを 以下 の 目的 と した い。 この 目的 の た め に は,

い くつ か の方 法 が あ るで あ ろ うが,こ こで採 用 した の は特 定 の人 物 の個 人 的 な行 動 を

眺 め る手 法 で あ る。 農 牧 業 者 と して は,最 初 の入 植 者 とみ られ て い るバ ッ トマ ン(J.

Batman)1)を,白 人 の 入 植 の 予 備 作 業 と して の測 量 と区画 設 定 に たず さわ っ た測 量 官

と して,ビ ク トリア植民 地 の初 代 測 量 長 官 とな る ホ ドル(R.Hoddle)を,政 府 に 任

1)父Williamは 流 刑 囚 と して ニ ュ ー ・サ ウス ・ウ ェル ズ に送 られ,母Maryが そ れ を 追 って二

人 の子 供 と共 に 自由 移 民 と して入 植 した 。1799年 ご ろか ら・ミッ トマ ンー 家 は シ ドニ ーの西 の

パ ラマ ッタ(Parramatta)に 居 住 し,そ の第3子 と して生 まれ た 。 以 下,パ ッ トマ ソの 生 い

立 ち につ いて は 【CAMPBELL　 1987:7-14]に よ る。
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命 され た ア ボ リジ ニの 保護 官(Protector)と して はロビンソン(G.　 A.　 Robinson)

を,キ リ ス ト教 のミッション の 立 場 か ら の 活 動 家 と し て は,メ ソ ジ ス ト派

(Wesleyan)ミッション のオートン(J.　 R.　Orton)を 取 りあげ る こ とに した い 。

　 この4人 の 行動 に よ っ て,白 人 入植 者 のす べ て で は な い に しろ,か な りの場 合 を代

表 させ る こ とが 可能 で あ り,前 述 の三極 の姿 勢 お よび オ ース トラ リアで 唯 一 の契 約 な

い し協 定 に つ い て も検 討 す る こ とが 可 能 とな る。 た だ し,こ れ は あ くま で も 白人 の 目

か らみ た,1830年 代 の ポ ー ト・フ ィ リ ップ地 区 に お け るア ボ リジ ニへ の対 応 で あ る。

Ⅱ.初 期 入 植 者 とアボ リジ ニ

1.J.バットマン と そ の 背 景

　 J.バットマン は1801年 に,シ ドニ ー(Sydney)西 方 の パ ラ マ ヅタ(Parramatta)

で 生 まれ た 。 パ ラマ ッ タで は,メ ソジ ス ト派 の 影 響 の下 で マ ック ォ リー(L.Mac-

quarie)総 督 の リベ ラル な ア ボ リジ ニ政 策 を受 け 入れ て お り,1818年 に は 日曜学 校 の

生 徒120人 の うち19人 が ア ボ リジ ニで あ った。バットマン は こ こで 若 い ア ボ リジ ニを

知 った と思 わ れ,1829年,そ の 日曜 学 校 の創 設 者 の 息子 に,バ ッ トマ ンの知 り合 い の

ア ボ リジ ニ数 人 を タス マ ニア へ寄 越 す よ う依 頼 して い る2)。 彼 は鍛 冶 や 父 の 材 木 商 の

仕 事 を した後,1821年 に 弟 と共 に タ ス マ ニ アへ 渡 って い た の で あ る。彼 は1823年 に,

600エ ー カ ーの下 付 地 を 得,ま た 流 刑 囚 と して ホバ ー ト(Hobart)に 送 られ た エ リザ

(Eliza)と の 間 にそ の翌 年 には 第1子 を 得 た。1828年 に2人 の 結婚 が認 め られ,こ の

頃 に は さ らに1,200エ ー カ ー の土 地 を 購 入 し,4,200エ ー カ ーを 借 りて,250頭 の 牛 と

2900頭 の 羊,3頭 の馬 を有 す る有 力 な 開拓 者 とな っ てい た 【CAMPBELL　 1987:19-241。

　 タス マ ニ アへ の 白人 の入 植 は1803年 に 始 ま った。 捕 鯨 者 や アザ ラ シ取 り猟 師 が,ア

ボ リジ ニを 殺 害 した り,負 傷 させ た りし,ま た 強 姦 ・誘 拐 を した た め に,最 初 か ら両

者 の 関 係 は よ くなか っ た。 しか も,脱 獄 囚 が 匪 賊(bushrangers)と な って 山野 を 跳

梁 した ため に,ア ボ リジ ニに とっ て は さ らに大 きな打 撃 とな った 。 一方 白人 入 植 者 の

方 は,ヨ ー ロ ッパに お け るナ ポ レオ ン軍 の戦 線 拡 大 の影 響 もあ って 急 速 に増 大 した 。

パ ッ トマ ソが タ ス マ ニ アへ 移 った1821年 は この よ うな 時期 で あ り,す で に ア ボ リジ ニ

が最 悪 の 事 態 に陥 りつ つ あ った 。 人 口の増 大 に よって1825年 に は,ニ ュー ・サ ウス ・

ウ ェル ズ植 民 地 か ら分 離 して バ ソ ・デ ィー メ ソズ ・ランド 植 民地 とな った 。新 植 民地

2)Batman　 to　Anstey,22　 February　1830,　CSO　 1/320/7578,　T.S.A.
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の責 任 者 とな った ア ーサ ー(G.Arthur)準 総 督 は,植 民 地担 当 国務 大 臣 パ サ ー ス ト

(H.Bathurst)の 新 しい指 令3)に 基 づ い て,全 島を 郡 ・ハンドレッド(hundred)・ パ

リ ッシ ュ(parish)に 分 割 す べ く測 量 長 官 に指 示 し,早 速 測量 が 開始 され4),入 植 は

一 層 進 ん だ
。

　 白人 の 入 植 の進 行 に よって,い ま まで生 活 を して い た 良 い土 地 を奪 われ て し まった

アボ リジ ニは,時 折 婦 女 子 を 襲 った り,小 屋 に火 を か け た りす る よ うに な った。 白人

入 植 者達 は ア ーサ ー準総 督 に強 硬 な 手 段 を とる よ うに 要 求 し,「 あ らゆ る適 当な 手 段 」

を 用 い る許 可 を 得 た 。現 実 に は アボ リジ ニの虐 殺 が なお も続 き,1827年 末 に は ア ボ リ

ジ ニを入 植 地 か ら引 き離 す 旨 の公 示 を した。 同時 に,絵 に よ って7ボ リジ ニに も 白人

と同 様 の権 利 が あ る こ とを説 明 しよ うと した が,こ れ は失 敗 で あ った。 や が て ア ボ リ

ジ ニを 隔離 す る とい う政 策 も実 効 が な い こ とが判 明 し,1828年11月1日 遂 に ア ボ リジ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し

二に 対す る戒 厳 令 が 発 され た。 ア ボ リジ ニを 生か して捕 縛 した場 合,大 人1人5ポ ソ

ド,子 供1人2ポ ン ドが 支払 われ る こ とに な って い た が,実 際 に は ほ とん どが 殺 害 さ

れ た 。1828年 末 か ら翌 年 に か け て の1年 ほ どの 間 に全 島 の約3分 の2の ア ボ リジ ニが

抹 殺 され た と推 定 され て い る[LAIDLAW　 19811。

　バットマン は こ の間 に アボ リジ ニの探 索 ・討 伐 隊 に 参加 し,1829年6月15日 に は ア

ボ リジ ニ捕 縛 隊 を組 織 す る こ とを植 民 地 政 府 に 申 し出,こ れ ら の貢献 の結 果2,000エ ー

カ ーの下 付 地 を 得 た[CAMPBELL　 1987:27-301。 前 述 の よ うに シ ド:・一近 郊 の 旧知 の

アボ リジ ニを タス マ ニ ア に呼 ぽ うと した の も,バットマン が この 企 画 に際 し,タ ス マ

ニ アの ア ボ リジ ニの探 索 に彼 等 を使 用 す るた め で あ った。 後 にバ ッ トマ ンは ア ー サ ー

準 総督 へ の報 告 の 中 で彼 が11人 の ニ ュ ー ・サ ウス ・ウ ェル ズ の ア ボ リジ ニ と一緒 に居

住 して お り,政 府 の対 ア ボ リジ ニ政 策 に役 に立 って ぎた と述 べ て い る。 さ らに,何 人

か の シ ドニ ー のア ボ リジ ニは英 語 や 英 国 の習 慣 に精 通 し,農 業 を 営 む こ と も覚 え た と

して い る5)。

　 バ ッ トマ ンの捕 縛 隊 は 多 くの ア ボ リジ ニの男 を 殺 害 しつ つ も,何 人 か の 女性 と子 供

を 捕 縛 した6)。 彼 は,ビ ジ ョン(Pigeon)と クル ッ ク(Crook)と い うシ ドニ ーの ア

3)Earl　 Bathurst　 to　Sir　Thomas　 Brisbane,1January　 1825,　H.R.A.1(XI):434-"4.

4)厳 密 に は こ の時 点 で は まだ ニ ュー ・サ ウス ・ウ ェル ズ植 民 地 内 。分 離 は7月17日 付 の勅 令

に よ り,実 際 には12月 の 執 行 委員 会 の 創 設 に よ って発 足 す る。ハンドレッド は 約100平 方 マ イ

ル,パ リッ シ ュは 約25平 方 マ イ ル の区 画 で あ り,社 会 的 ・行 政 的 単位 とな る こ とが 期 待 され

た もの で あ る 【金 田　 1985:186-193】 。

5)John　 Batman　 to　Sir　George　 Arthur,25　 June　 1835,　H.R.V.1=5-10.

6)レ イ ドロー に よれ ぽ,15人 殺害 した と され る。 また,捕 縛 した の は 女性 ・子 供 各 一 人 とす

る 【LAIDLAw　 l981:44-72】 カミ,キャン ベ ル は複 数 と し[CAMPBELL　 1987:37-44】,1930年 の ア ー

サ ーの 報告 も複 数 の女 性 と して い る(Arthur　 to　Murray,15　 April　1830.)。
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ボ リ ジ ニ と共 に,こ の 女 性 を 通 じて タ ス マ ニ ア の ア ボ リ ジ ニ を 慰 撫 し よ う と し た 。 こ

の 計 画 は,当 の 女 性 が 逃 亡 した た め に 全 く 失 敗 に 終 っ た が7),ア ー サ ー 準 総 督 は こ の

計 画 に つ い て 本 国 へ,「 北 東 部 で 働 い て い るバットマン は,何 人 か の ア ボ リ ジ ニ 女 性

を 介 在 させ る こ と に よ っ て,こ の 地 区 の 部 族 の 慰 撫 に つ い て 極 め て 理 に か な っ た 見 通

しを 有 し て い る 」 と報 告 し て い る8)。

　 1830年9月 に は ブ ラ ッ ク ・ライン(the　 Black　 Line)と 呼 ぽ れ る 計 画 が 実 行 に 移 さ

れ た 。 ア ボ リジ ニを タ ス マ ニ ア 島 東 南 の タ ス ーマ ソ半 島(Tasman　 Peninsula)に 追 い 込

ん で捕 縛 し よ う と した も の で あ っ た 。 し か し結 果 的 に は,こ の 計 画 も多 く の ア ボ リ ジ

ニ を 殺 害 した だ け で 失 敗 に 終 わ っ た 【CAMpB肌L　 1987:45-53】 。 バ ッ トマ ンは 再 び 彼

の 捕 縛 隊 の 活 動 を 求 め た が,彼 の 意 図 は す で に ア ー サ ー 準 総 督 の そ れ と は く い 違 っ て

き て お り,準 総 督 の 意 を 受 け て 活 動 を 開 始 す る の は,後 述 のロビンソン で あ っ た 。 パ

ッ トマ ソ は 総 督 府 官 房 長 に 宛 て た 手 紙 の 中 で,「 私 の 努 力 は,ア ボ リ ジ ニ の 捕 縛 な い

し壊 滅 の 方 途 に お い て,何 ら か の 有 益 な 結 果 を も た らす 」9)と述 べ て い る よ うに,彼

は ア ボ リ ジ ニ の 殺 害 そ の も の を も 意 図 し て い た 。 ア ボ リ ジ ニ と の 友 好 的 な さ ま ざ ま な

コ ン タ ク トも,全 く功 利 的 な い し現 実 的 な も の で あ っ た こ と を 推 測 さ せ る に 十 分 で あ

ろ う。

　バットマン は ま た,こ の こ ろ ミ ッチ ェ ル(T.L.　 Mitche11)や ス タ ー ト(C.　 Sturt)

な ど が 成 功 さ せ た よ うな 探 検 に つ い て も強 い 関 心 を 有 し,そ の 実 施 を 計 画 した 。 彼 と

彼 の 友 人 は,ア ボ リ ジ ニ討 伐 が ほ ぼ 終 了 した こ と に よ り,探 検 に 対 す る 植 民 地 政 府 の

支 援 が 得 られ 易 い と 考 え た よ う で あ るICAMPB肌L　 1987:・64-65】 。 と こ ろ が 思 う よ う

に は 事 が 運 ば ず,ま た 目的 地 に つ い て も若 干 の 曲 折 を 経 た 。 しか し,や が て 目的 地 が

大 陸 東 南 部 の ポ ー ト ・フ ィ リ ッ プ 地 区 に 定 ま り,1835年5月 ま で に は 船 を チ ャ ー タ ー

し て 出 発 を 急 い だ 。ローンセストン(Launceston)の フ ォ ー ク ナ ー(J.　 P.　Fawkner)

が 船 を 購 入 し て,や は り探 検 を 準 備 して い る と の 情 報 が あ っ た か ら で あ る 【CAMPBELL

l987:66-68】 。バットマン ー 行 は5月12日 に ロ ー ン セ ス ト ン を 出 港 し,ポ ー ト ・フ ィ

リ ッ プ 地 区 へ 向 っ た10)。 こ の 探 検 の 最 初 の 報 告 書 が ア ー サ ー 準 総 督 へ 送 ら れ た の は

1835年6月25日 で あ っ た11)。

7)ピ ジ ョソ と クル ックは21日 間 も捜 したが,見 つ か らな か った 【CAMPBE肌 　1987:37-44】 。

8)Arthur　 to　Murray,15　 April　1830[TuRNBu肌 　 1948】

　 　 な お,小 稿 で は,Natives,　 Aboriginal　 Natives,　Blacks,　Native　Blacksと い った表 現 も,便 宜

　 上 す べ て ア ボ リジ ニ と訳 して い る。

9)Batman　 to　Colonial　 Secretary,27　 November　 l　930,　CSO　 l/320/7578,　 T.S.A.

10)John　 Batman　 to　Sir　George　 Arthur,25　 June　1835,　H,R.V.1:5-10。 ただ し,次 は5月9日 と

　 して い る。J.Batman,　 Journal　 of　Journey　 to　Port　Philip　l　835,　MSIl248,　 LT.C.

11)John　 Batman　 to　Sir　George　 Arthur,25　 June　1835,　H.R.V.5:5-10.
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2.J.バ ッ トマ ンの契約 と植 民地政 策

　 ポ ー ト ・フ ィ リ ッ プ湾 岸 の ヤ ラ(当 時Yarra　 Yarra)川 付 近 は ウ ル ソ ジ ェ リ

(Wurundjeri)族,そ の東 南 が ブ ヌ ロソ グ(Bunurong)族,ウ ル ソジ ェ リ族 の西 南 が

クル ング(Kurung)族,さ ら にそ の 西 南 が ワ タ ウルJ/グ(Wathaurung)族 の領域 で

あ った 【TINDALE　 1974:map1。1835年5月26日 に,7人 の シ ドニ ー ・ア ボ リジ ニを

伴 って,バ ッ トマ ンは ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 に上 陸 した12)。 当時バットマン や 彼 の

友 人 ウエ ッジ(H.Wedge)等 が,ヤ ラ川 流 域 で コ ソタ ク トを有 した 部 族(tribe)を

ドッタ ガ ラ(Dutagalla,　 Dutigalla)と して い るが13),こ れ は ウル ソジ ェ リ族 の1ク ラ

ン(clan)で あ った と考 え られ て い る 【CAMPBE肌 　1987:76-79】 。6月25日 付 の ア ー

サ ー準 総督 へ の報 告14)に よれ ぽ,最 初 の コ ソ タ ク トの状 況 は 次 の如 くで あ った 。

　 まず 初 日に20人 の女 性 と24人 の子 供 か らな る集 団 に 出 合 い,そ の 内 の2人 は シ ド

ニ ーの アボ リジ ニ と似 た 言葉 を話 したの で,そ の2人 を 通 して話 を し
,毛 布 ・ネ ッ ク

レス ・斧 ・ナ イ フ ・は さみ ・鏡 な どを プ レゼ ン トした 。7日 目に,最 初 火 を 見 つ け た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 おさ

場所で,男 とその妻および3人 の子供に出合い,長 達の名前と居場所を聞き,そ の案

内で長達のところへ向った。 しぼらくして 「部族」 と会い,先 日のプレゼソトの話を

するとかれらは持っていた槍などを草の中に捨て,や がて訪問の目的が判明すると,

長達はかれらの妻や子供のところへ進むよう促 した。かれらは武器を拾 う許可を求め

たのでそれに同意すると,中 心的な長が彼の良い槍を くれたので,お 返 しに銃を贈 っ

た。それからい くつかの小屋のあるところへ行き,「部族」全員に紹介された。約20

人の男を含み,全 体で55人 であった。

　正午頃に 「部族」のところにやってきて,翌 日の正午頃までそこにとどまった。妻

と7人 の娘と共に,羊 と牛を持ってきて入植するために,か れらの土地の一部を購入

したいこと,か れらを保護 し,ま たシドニーのアボ リジニと同様に雇用した り,衣 服

や食糧を与え,ま た土地を購入 した代償を毎年支払 うことなどを説明した。長達が申

し出を了解 した後,購 入 したい土地を説明し,境 界を丘で示 したところ,彼 等 も固有

の名称で追認したので,地 図にその境界線を記入した。

　翌 日,長達 と共に境界線のところへ行き,彼 等は境界の隅の木に固有の印を付けた。

このあと,2人 の通訳を通 して契約書を注意深 く読み,3人 の主要な長 と5人 のこれ

12)John　 Batman　 to　Sir　George　 Arthur,25　 June　 1835,　 H.R.V.5:5-10.

13)George　 Stewart　 to　Colonial　 Secretary,10　 Julle　 1836,　 H.R.V.1:39-43に お い て はDutagalla,

　 【CRo肌&WETTENHALL　 1937:27】 お よ び 注15)で はDutigallaと して い る 。

14)John　 Batman　 to　Sir　George　 Arthur,25　 June　 1835,　 H.R.V.5:5-10.
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に 次 ぐ長 が3通 の証 書 に 署 名 し,そ れ ぞ れ か ら土 片 を受 け と った。

　 この よ うに してバットマン が購 入 した とす るの が,図1に 示 され た逆 台 形 の よ うな

範 囲 で あ る15)。バットマン は 契 約 書 の写 しを添 え て バ ソ ・デ ィ ー メ ソズ ・ランド の

ア ーサ ー準総 督 に報 告 した 。 本 国政 府 が この契 約 を認 め る であ ろ うこ とお よび13人 の

他 の 入 植 希 望者 名 な どを も記 して い る。 出 発前 に仲 間 の1人 に 契約 書 の原 稿 を 送 る よ

う求 め て い る16)こ とか ら して も,パ ッ トマ ンは初 め か らこ の よ うな契 約 を意 図 して い

た と考 え られ る。

　 こ の報 告 を 受 け た ア ーサ ー準 総督 は官 房 長 を 通 じて パ ッ トマ ンに,彼 の契 約 が 「原

則 を 逸 脱 して い る」 の で恐 ら く無 効 で あ ろ うと通 告 した。 ポ ー ト ・フ ィ リ ップ地 区 は

パ ソ ・デ ィー メ ソズ ・ランド か ら近 い が ,す で に1803年 以来 の探 検 に よ って英 国領 と

な って お り,ま た バ ン ・デ ィー メ ソ ズ ・ラ ン ド政 府 の 管轄 下 に ない とい うの がそ の理

由 で あ る17)。

　 しか し他 方 で,ア ーサ ー はバットマン の報 告 を 歓 迎 し,引 き続 き報 告 をす る よ うに

指 示 す る18)一方,ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区が バ ン ・デ ィー メ ソズ ・ラ ン ドか ら近 い こ

と,バットマン の 人物 や踏 査 を評 価 して契 約 に見 合 うよ うな下 付 地 を 与 え た い こ と,

彼 と彼 の仲 間 が 新 しい 入植 地 で成 功 す る と思 わ れ る こ と,な どを列 挙 し,暫 定 的 にそ

こを バ ン ・デ ィ ー メ ソズ ・ラ ン ド政 府 の管 轄 とす る こ とを 本 国 政 府 に 打診 した19)。

ア ーサ ー 自身 は 契 約 を 必ず し も否 定 して い るわ け で は な く,む しろ評 価 す る立場 を と

って い る が,こ れ は 同時 に行 政 管 轄 範 囲 の拡 大 を 意 図 して い る こ との一 面 で も あ っ

た 。

　 この よ うな動 きに 対 して,ポ ー ト ・フ ィ リッ プ地 区 を 管 轄 す る ニ ュー ・サ ウス ・ウ

ェル ズ植 民 地 のパ ー ク(R.Bourke)総 督 は,次 の よ うな 布 告 を 出 して これ を 非 合 法

と した 。 つ ま り,同 植 民 地 内 に お い て,「 ア ボ リジ ニ との協 定 ・契 約 ・コ ンタ ク トな

ど の まね ご と」 に よる土 地 の所 有 を一 切認 め な い こ とを宣 言 し20),そ の 旨 バ ソ ・デ

ィー メ ンズ ・ランド 政 府 か ら もバ ッ トマ ンに伝 え る よ う指 示 した21)。バ ー ク総 督 は,

本 国政府 に対 して も改 め て ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 の管 轄 権 を 主張 し22),そ の 訓 令 を

15) Map of Part of New Holland Shewing the Territory of Geelong and Dutigalla Acquired by 
 Treaty with the Native Chiefs, 6 June 1835, H.R.V. 1:4. 

16) Batman to Gellibrand, 1 May 1835, C171, M.L. 
17) John Montagu to John Batman, 3 July 1835, H.R.V. 1:10-11. 
18) ibid. 
19) Sir George Arthur to Rt. Hon. Spring Rice, 4 July 1835, H.R .V. 1:11-12. 
20) Proclamation, 26 August 1835, H.R.V.  1:12-14. 
21) Colonial Secretary to John Montagu, 1 September 1835, H.R .V. 1:14-15. 
22) Sir Richard Bourke to Lord Glenelg, 10 October 1835, H .R.V.  1:15-19.
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図1J.バ ッ トマ ンの 「契 約 」 範 囲
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待 った23)。 これ に対 す る本 国 政 府 の 返 答 は,入 植 を 禁 止 す るの で は な く,植 民地 政 府

の統 制 の下 に そ れ を認 め る よ う指 示 した もの で あ った24)。

　バットマン や 彼 の仲 間達 は さ ま ざ まな形 で土 地 取 得 の 正 当 性 とポ ー ト ・フ ィ リッ プ

地 区 の行 政 組 織 の整 備 の主 張 を 繰 り返 した が,契 約 は 遂 に 評 価 され なか った 。土 地 の

入 手 を め ぐる論 点 は,全 く英 国 法 の管 轄 範 囲 と適 用 の 問題 と して扱 わ れ た こ とに な る。

この 後,ポ ー ト ・フ ィ リッ プ地 区 の土 地 は 競 に よ って販 売 され る こ とに な った。 しか

し,バットマン とそ の仲 間 に は,新 天 地 の 開拓 者 と して の努 力 を認 め,間 違 った認 識

の下 で は あ るが ア ボ リジ ニか ら土 地 を購 入 す るた め に 出費 を し,ま た現 実 に小屋 を建

て た り,若 干 の畑 を 耕 した りして い るの で,合 計7000ポ ソ ドが 支払 われ る こ と とな っ

た25)。 アボ リジ ニ との契 約 は認 め られ なか った が,彼 等 自身 は 評 価 を 得 た の であ る。

バ ッ トマ ンは ,程 な く計 画 され た メル ボル ンに 多 くの土 地 を入 手 す る こ とに な り,そ

の後 も現 実 的 に ア ボ リジ ニの 雇 用 を続 け る こ とに な る 【CAMPBELL　 1987:207】 。

　 以 上 の よ うに,ア ボ リジ ニ との契 約 そ の もの は 「まね ご と」 と しか 見 な され なか ら

た の であ るが,一 切 の契 約 ・協 定 な しに ア ボ リジ ニを扱 い,ま た そ の 居 住地 を英 国 法

の下 で管 理 す る こ とにつ い て,当 時 次 の よ うな 解 釈 が な され て いた 。 つ ま り,植 民 地

の 「領 域 に 住 む す べ て の ア ボ リジ ニは女 王 の臣 民 と して考 え られ ね ば な らな い」 の で

あ り,彼 等 を 戦 争 で征 服 した 場 合 の よ うな 「在 留 外 国 人 とみ なす こ と」 が,彼 等 の 旧

来 の所 有 権 な どを 否定 す る こ と に な る,と す る ので あ る26)。すべ てが 一 方 的 な レ ト リ

ックで あ り,一 般 的 に い って も ア ボ リジ ニ と地 方 政 府 との 間 の協 定 ・契 約 は不 適 当 で

あ る と し,入 植 者 との 関係 は で き るだ け少 な くす る こ とが 望 ま しい,と 考 え られ た の

で あ る27)。バ ッ トマ ンや ア ー サ ー は同 化 ・雇 用 の立 場 に 近 く,英 本 国政 府 は 保護 ・隔

離 の立 場 を 採 って い た こ とに な る が,そ の背 景 は 英 国 の領 有 権 ・支 配 権 の保 持 で あ り,

ニ ュー ・サ ウス ・ウ ェル ズ植 民 地 政 府 はそ の 管 理 の 姿 勢 が 前 面 に 出て い る こ とに な

る。

23) Colonial Secretary to John Montagu, 23 December 1835, H.R.V. 1:23. 
24) Lord  Glenelg to Sir Richard Bourke, 13 April 1836, H.R.V. 1:24-26. 
25) Sir Richard Bourke to Lord  Glenelg, 12 November 1836, H.R.V. 1:29-31. 
26) Lord  Glenelg to Sir Richard Bourke, 26 July 1837 (extract), H.R.V. 2A:69-71. 
27) Report from the Select Committee on  Aborigines  ; House of Commons, 26 June 1837  (extract)  , 

 H.R.V.  2A:62-69.
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Ⅲ.初 期土地計画 とアボ リジニ

1.ポ ー ト ・ フ ィ リ ッ プ 地 区 初 期 の 測 量

　 ア ボ リジ ニ との契 約 を 「まね ご と」 と断 じた ニ ュー ・サ ウス ・ウ ェル ズ のパ ー ク総

督 は,一 方 で ポ ー ト ・フ ィ リ ップ地 区 の実 質 的 な管理 を進 め るた め に,3人 の測 量 官

を任 命 した 。1836年9.月10日 付 で任 命 され た の は,ホ ワイ ト(G.B.　 White)・ ダ ー シ

イ(F.R.　 D'Arcy)・ ダ ー ク(W.W.　 Darke)で あ った28)が,ホ ワイ トは ポ ー ト ・フ

ィ リップ地 区 の 測量 責 任 者 とな る こ とを断 り,代 わ りに そ の任 に就 い た の は ラ ッセ ル

(R.Russell)で あ った29)。

　 当時 の ニ ェ ー ・サ ウス ・ウ ェル ズ では,水 流 に 接 して い る部 分 な どの 自然 的 条 件 に

対 す る特別 の対 応 を除 け ぽ,測 量 され た土 地 に は 東 西 ・南 北 方 向の1マ イ ル方 格 の セ

ク シ ョン(section)が 設 定 され,下 付 地 ・入 植 地 の 選 定 に 利 用 され る こ とに な って

い た。 さ らに,約25平 方 マ イ ル を パ リ ッシ ュ(parish),約100平 方 マ イ ル を ハ ン ド

レ ッ ド(hundred),約40マ イ ル 四 方 を 郡(county)と す るの が 規 定 で あ った　 【金 田

1985:143-175,203-219]。

　 測 量 長 官代 理 の ペ リー(S.A.　 Perry)は,10ヵ 条 に わ た る訓 令 と4ヵ 条 の追 加 訓 令

に よって,ラ ッセ ル に詳 細 な 指 示 を 与 えた30)。 ラ ッセル は,ポ ー ト ・フ ィ リ ップ湾 岸

や ポ ー ト ・フ ィ リ ップ盆 地 一 帯 の 測 量 と,セ ク シ ョ ソの設 定 を推 進 す べ き こ と と,ア

ボ リジ ニに 関 す る次 の よ うな 行 動 と記録 ・報 告 を 義 務付 け られ た 。 まず,測 量 隊員 に

対 し,「 アボ リジ ニ と争 った り,ア ボ リジ ニを 刺 激 して敵 対 行 動 を 起 こ させ た りす る

こ とを厳 格 に禁 止 し」,測 量 が 妨 げ られ る こ とが な い よ うに す る こ とが 命 じられ,さ

らに 「『部 族 』 のそ れ ぞれ の人 数 を 可 能 な 限 り事 実 に近 く」,ま た 「どの よ うに武 装 し

て い るの か,そ れ は戦 いの た め か あ るい は単 に獲 物 を追 うた め か 」 とい った こ とを報

告 書 に述 べ る よ う指 示 して い る。 翌年1月27日 に は36挺 の カ ー ビ ソ銃 の 支給 が決 定 さ

れ31),間 もな く よ り安 価 な カス ケ ッ ト銃 に 代 え られ て い るが32),こ の 一連 の決 定 は や

は りアボ リジ ニ との戦 闘 を 想 定 した もの と考 え るべ きで あ ろ う。

 28) Sir Richard Bourke to S.A. Perry, 10 September 1836, H.R.V. 5:4-5. 
29) S.A.Perry to Sir Richard Bourk, 10 September 1836, H.R.V. 5:1-2. 
30)  S:A.Perry to Robert Russell, 10 September 1836, H.R.V. 5:6-8. 

  S.A.Perry to Robert Russell, 15 September 1836, H.R.V. 5:10. 
31) S.A. Peery to Colonial  Secretary, 27 January 1837, H.R.V. 5:31. 
32) S.A.Perry to Colonial Secretary, 21 March 1837,  H.R.V. 5:32.
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さ て,ラ ッ セ ル は1836年11月25日 に,部 下 の2人 に 測 量 開 始 を 命 じ33),翌 日に は そ

の 開 始 が 確 認 さ れ た34)。 翌 年2月28日 に は 測 量 が 急 速 に 進 行 して い る と の 報 告 を して

い る が,任 命 さ れ て か ら す で に5ヵ 月 を 経 て お り,総 督 ・測 量 長 官 代 理 か らみ て 極 め

て 不 十 分 な 成 果 で あ っ た よ うで あ る35)。

一 方
,有 能 な 測 量 官 と して の 評 価 を 得 て い た ホ ドル(R.Hoddle)は,1月 に ポ ー

ト ・フ ィ リ ッ プ地 区 へ の 上 級 測 量 官 と して の 派 遣 を 希 望 し て い た36)。 これ は 却 下 さ れ

た が,測 量 長 官 ミ ッ チ ェル(T。L.Mitche11)が 英 本 国 ヘ ー 時 戻 る こ と に な って い た

の で,自 ら ポ ー ト ・フ ィ リ ッ プ地 区 へ 出 か け る バ ー ク総 督 に 同 行 す る こ と と な り,2

月21日 に 出 発 した37)。3月9日 に は,総 督 か らメルボルン と そ の 西 南 の ウ ィ リア ム ズ

タ ウ ソ(Williamstown)の 販 売 用 宅 地 の 測 量 ・区 画 設 定 の 指 示 を 受 け て 実 質 的 な 測

量 責 任 者 と な り38),同 月24日 に は メ ル ボ ル ン の 計 画 を 総 督 に 報 告 した39)。 こ の 区 画 計

画 図 に つ い て は,「 ラ ッ セ ル 氏 に よ る 小 さ な 集 落 計 画 図 に,私(ホ ドル)が メ ル ボ ル

ソ の 町 を 示 し た 」 も の で あ る と述 べ て お りω),後 に 改 め て,「 総 督 閣 下 の 指 示 に よ っ

て,そ こ(ポ ー ト ・フ ィ リ ッ プ地 区)に お け る 測 量 庁 の 仕 事 の 監 督 と,メルボルン と

ウ ィ リア ム ズ タ ウ ソ の 町 の 設 計 を し,各 街 路 の 交 叉 点 に お け る 街 路 名 の 標 識 の 設 定 お

よ び す ぐ に 必 要 と な る 区 画 の 杭 打 ち,と い う職 務 を 遂 行 し た 」,と 説 明 し て い る41)。

ラ ッ セ ル は ヤ ラ 川 北 岸 に 南 北3区 画 分,東 西8区 画 分,計24区 画 か ら な るメルボルン

の 街 区 を 予 定 した 図 を 作 成 して い る が,こ れ が 当 時 ホ ドル が 入 手,使 用 した 「小 さ な

集 落 計 画 図 」 で あ る か ど うか は 別 と し て,ホ ドル は バ ー ク総 督 の 指 示 に よ っ て,ラ ッ

セ ル の 仕 事 を 基 に 改 め て メ ル ボ ル ン の 街 区 を 決 定 し,街 路 名 を 付 し た も の と見 ら れ

る42)。

33)RobertRusselltoF.R.D'ArcyandW.W.Darke,2November1836,H.R.V.5:20.

34)WilliamLonsdaletoColonialSecretary,26November1836,H.R.V.5:21.

35)も と も と,ラ ッセ ル は シ ドニ ーの 測 量 に 従 事 して い た 折か ら評 判 が よ くな く 【H。R.V.5:

1-4】,ま た 彼 の 二 人 の部 下(W.Darke,F.R.D'Arcy)も また,測 量 長 官 ミ ッチ ェル(T.LMit-

chel1)の 調 査 に 同行 して,そ れ ぞれ 「馬鹿 」 な い し 「粗 野 で 思 慮 の な い若 者 」 と評 され て お

り[H.R.V.5:20】,三 者 とも に も と も と左 遷 人 事 であ った 。

36)S.A.PerrytoColonialSecretary,13January1837,H.R.V.5:36-38.

37)S.A.PerrytoRobertHoddle,23Januaryl837,ColnialSecretarytoS.A.Per]rys16February

1837,H.R.V.5:38-40.

38)ColonialSecretarytoS.A.Perry,9March1837,RobertHoddletoGovernorBourke,10March

1837,H.R.V.5:41-42.

39)RobertHoddletoGovernorBourke,24March1837,H.R.V.5:43-45.

40)ibid.

41)RobertHoddletoS.A.Perry,10Aprill837,H.R.V.5:58-59.

42)メ ル ボル ンの都 市 計 画 や宅 地 の販 売 状 況 な どに つ い て は,【 金 田1985:56-631に 詳 しい 。

また,当 時 の都 市 計 画 な どに つ いて は1金 田1987】 と1金 田1988】 を 参 照 され た い 。

ラ ッセ ル作 成 図 【金 田1985:5711H.R.V.5:22-23】 と して残 って い る図 の24の 街 区 は確 か

に ホ ドル作 成 図 と 同位 置 であ るが,そ の説 明に"MapshewingthesiteofMelbourneandthe/
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ラ ッセ ル は この よ うな 人 事 と処 置 に不 満 で あ り,測 量 長 官 代 理 に 説 明 を 求 めた りし

た が43),4月8日 付 で ホ ドル は正 式 に ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 測 量 庁 事務 所 の責 任 者

に 任 命 され嘱),そ の後 の 測 量 ・土 地 計 画 の実 施 を推 進 した 。5月 ごろ に は ポ ー ト ・フ

ィ リ ップ湾岸 がバ ー ク郡 と呼 ばれ 始 め てお り45),そ の西 南 部 は1839年 まで に は グ ラ ン

ト(Grant)郡 に分 割 され た1金 田1985:203-206]。1880年 代 末 に は,主 と して ホ ド

ル の 指 揮 の下 で,バ ー ク ・グラント 両 郡 の 測量 と区 画 設 定 が 進 行 し,ホ ドル 自身 もそ

の 作業 に従 事 した 。 そ の 結果,ハンドレッド は設 定 され な か った もの の,1マ イ ル方

格 の セ ク シ ョン と約25平 方 マ イ ル の パ リ ッシ ュは,シ ドニ ーの 測 量 庁 の 直接 管 轄 下 に

お け る部 分 よ りは む しろ整 然 と した 形 で設 定 され た 【金 田1985:210-219】 。

2.R.ホ ドルの初期 測量 とアボ リジ ニの地 名

メル ボ ル ンの都 市名 そ の ものが そ うで あ る が,街 路 名 も また,1837年 に命 名 され た

もの はす べ て英 語 で あ った。 ところ が 間 もな く,ホ ドル は測 量 長 官 代 理 の ペ リーか ら,

「各 パ リシ ュに,そ の 中 の丘 あ る い は場 所 の ア ボ リジ ニ の表 現 に 基 づ く名 称 を 選 定 す

る」 とい う内容 を 含 む指 令 を受 け と った46)。

さて,ア ボ リジ ニの地 名 を 採 用 す る場 合 には,1829年 以 来,次 の よ うな規 定 が 設 け

られ て いた 。

アボ リジニの名称の綴 りと発音の統一性をつ くりあげるために,ま た,地 図上には

決 して望ましくない長い名称の記入を避げるために,下 記のような規則でもって,可

能な限 り少ない字数でその名称を綴 ることに十分留意するよう要請せねばならない。

(1)gで 始まる音節には,そ れに続けてhを 使用してはならない。

(2)ア クセソトがおかれる音節の末尾を除いて,二 重母音ooの 代わ りに,常 に

母音uを 用いること。

(3)名 称の末尾をhで 終らないこと。

＼positionofthehutsandbuildingprevioustothefoundationofhetownshipbySirRichard
Bourkein1837"と あ る こ と か ら,バ ー ク と ホ ドル に よ る メ ル ボ ル ン の 確 定 以 後 に 作 成 され た

と 考 え られ る 可 能 性 が 高 い 。 ホ ドル に よ るメルボルン の 計 画 は,ラ ッ セ ル の も の を そ の ま ま

踏 襲 し た も の で な い と す る 考 え も強 い 【S肌BYig28な ど]。

43)RobertRusselltoS.A.Perry,29March1837,H.R.V.5:57.

44)ColonialSecretarytoS.A.Perry,8April1837,H.R.V.5:58.

45)ColonialSecretarytoS.A.Perry,11Mayl837,H.R.V.5:58.な ど。

こ の 新 郡 の 設 定 の 正 式 許 可 が 下 り る の は 翌 年4月3日 付(LordGlenelgtoSirGeorgeGiPPs,3

Aprill838,H.R.A.1(XIX):353-354.)。

46)S.A.PerrytoRobertHoddle,31July1837,H.R.V.5:98-100.
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(4)rを2つ 続 け る のは ア クセ ソ トの あ る音 節 だ け で 他 に使 用 しては な らな い。

この よ うに不 必 用 な子 音 と二 重 母 音 を避 け る こ とに よ って,14文 字 の名 称 が9文 字

で 表 現 され る で あ ろ う。Bherrah-wherreeがBerawereeに,Ghoolan-ghoolahが

Gulangulah(マ')に,BhroulheeがBruleeに,GoulahpatambohがGulapatamboに な

る ご と く,丘 の ユ ー カ リの よ うに無 駄 の 多 い文 字 か ら な る多 くの 単 語 が短 く表記 され

る47)。

す な わ ち ホ ドルは,こ の 規 定 に従 って ア ボ リジ ニの地 名 をパ リ ッシ ュ名 と して 選 定

す べ き こ とに な った 。 さ らに 翌年 に は,パ リ ッシ ュ名 のみ な らず,地 名全 般 につ い て

ア ボ リジ ニ の 呼 称 を 採 用 す べ き指 示 が 加 わ った 。 バ ー ク の後 任 の新 総 督 ギ ッ プ ス

(G.Gipps)か らの 指示 と して,官 房 長 は 次 の よ うに 伝 達 した 。 「地 名 が付 され る場 合

に はす べ て,す で に ア ボ リジ ニに よ って使 用 され て い る地 名 を可 能 な限 り採 用 す る こ

と,お よび す で に他 の郡 に お いて充 当 され てい る名 称 を使 用す る こ とを避 け る のが 閣

下 の お望 み で あ る。 従 ってジロング(Geelong)の 名 称 は,す で に 固定 して い る メ ル

ボ ル ン と同様 に 使 用 し続 け る ことに な る」48)。

ホ ドルは この よ うな指 令 を,セ ク シ ョソや パ リッシ ュの 設定 の際 と同様 に,比 較 的

忠 実 に履 行 した 。1840年9月 ま での 測 量 ・区画 設 定 の結 果 を,ギ ップス総 督 か ら英 本

国 へ報 告 した 地 図49)に よれ ぽ,図2・3の よ うに,パ ー ク郡 ・グラント 郡 の パ リッ シ

ュ名 や 川名 のほ とん どが,ア ボ リジ ニの 名 称 を採 用 して い る。

アボ リジ ニの名 称 は パ リ ッシ ュ名 のみ な らず 各所 に計 画 され た 中心 集 落 に も採 用 さ

れ た 。1839年 に ヤ ラ川 上 流 部 に計 画 され た ワ リソガ ル(Warringal)は 鷲 の 巣 とい う

意 味 の アボ リジ ニの名 称 を と った もの であ った50)。 この よ うな 名 称 は,上 述 の原 則 に

照 ら しな が ら総 督 府 と測 量 庁 で チ ェ ッ クが 行 わ れ た の で,時 に シ ドニー で変 更 され る

場 合 が あ った。 ワ リンガル の 場 合,町 名 自体 は 問 題 な く承 認 され た が,4つ の街 路 名

が変 更 され た51)。

47)Mitchell'slnstructiontoSurveyors,5Septemberl829,H.R.V.5:xviii.,但 し,"Bhroulheefor

Brulee"と な っ て い る の を,全 体 の 文 意 に した が っ て 逆 に し た 。

48)ColonialSecretarytoWilliamLonsdale,MelbournePoliceMagistrate,5April1838,H.R.V.

5:xviii,

49)MapShewingtheSurveyedLandsatPortPhilipfromtheGovernmentSurveys,JohnAr-

rowsmith,1840(SirG.GippstoLordJohnRusse11,28September1840,Appendix)

50)H.R.V.5:378.

51)S.A.PerrytoColonialSecretary,19Novemberl839,ColonialSecretarytoS.A.Perry,14

December1839,H.R.V.5:385-387.

Madeira,Bronte,Lisbon,MalmseyがDarebin,Banksia,Yarra,Bucklandに 変 更 さ れ た 。
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図2R.ホ ドル に よる1840年 まで の パ リ ッシ ュの設 定

(バ ー ク郡,JohnArrowsmith,MapShewingthesurveyedLandsatPortPhilip,1840)

さて,こ の よ うな ア ボ リジ ニの名 称 を調 べ るた め には,す で に入 り込 ん で い るス ク

ォ ッタ ー(squatter)と 呼 ぼ れ た牧 羊 業 者 達 か ら聞 くの が最 も安 直 な方 法 で あ ろ うが,

ホ ドルや 他 の 測量 官 が直 接 に ア ボ リジ ニ と コ ンタ ク トを と った こ とも多 か った と思わ

れ る。 す で に前 述 の ラ ッセル へ の訓 令 に お い て,ア ボ リジ ニを雇 用 す る こ とや,何 ら

か の役 に立 つ場 合 の贈 物 を 準 備 す る こ とが指 示 され て い る52)。ホ ドル は,測 量 記 録 の

み な らず 多 くの水 彩 の風 景 画 を 残 して い るが,入 植 者 や牧 羊 風 景 な どを描 い た もの の

ほ か に,ア ボ リジ ニの 様 子 を 描 い た ものが あ る53)。 これ らは,い ず れ も平 和 で の どか

52) S.A. Perry to Robert Russell, 10 September 1836, H.R.V. 5:6-8. 
 S.A. Perry to Robert Russell, 15 September 1836, H.R.V.  5:10. 

53) H.R.V. 5:76-77.
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図3　 R.ホ ドル に よる1840年 ま で の パ リ ッシ ュの設 定

　 (グランド 郡,John　 Arrowsmith,図2と 同様)

な生活風景であるが,現 実には測量隊とはしぼ しぼ緊張関係に陥った。アボ リジニの

生活領域に直接踏み込んで測量をする訳であるか ら,こ れは当然の結果であるが,前

述のように測量隊には銃が配備されることになっていた。

　ポー ト・フィリップ地区に赴任 して程なく,ホ ドルは友人へ彼の気持を書き送 って

いる。「私はここでは銃を携行することを余儀な くされている。羊飼いは火縄銃を持

っている。アボリジニは信用できない。私は彼等の誰 もがテソ トのところに来るのを

許さない。 もし彼等が暗 くなってからやって来たら,彼 らは鉛玉を くらわねばならな

い。私は二連銃でなくて単銃身の銃を持 って来たのが馬鹿だったと思 う」,と い うの

である54)。彼にとってはアボリジニも,ス クォッターの羊飼いも共に警戒すべき敵で

あった。

　ホ ドルがこのような感情を吐露 した3週 間後,彼 の部下の測量隊が食糧をアボ リジ

54) Robert Hoddle to James White of the Australian Company, 4 July 1837, H.R.V. 5:93-94.
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図4　 ポ ー ト ・フ ィ リッ プ地 区 主 要 部 の 概 要

二に盗 まれた55)。また測量隊は,荷 役用家畜がアボ リジニに驚かされないように見張

りを立てることや,ア ボ リジニを刺激 して敵対行動を起 こさせた りしないために,隊

長のいないところで隊員がアボ リジニとコンタクトを取 ってはいけないことなど,実

に事細かな指示を受けていた56)。1838年8月18日 には,ホ ドルは改めて測量長官代理

に手紙を書 き,最 近アボリジニが敵意を示 しているので測量隊の防御用武器の不足を

補 うよう求めている57)。翌年2月 にはさらに,銃 が供給 されないならぽ,測 量官は職

務を果そ うとしない,と 重ねて申し入れている58)。銃の必要性は測量官にとっては極

55)  F.R.D'Arcy to William Lonsdale, 25 July 1837, H.R.V. 5:97. 
56) S.A. Perry to H.C.D. Butler, 22 January 1838, H.R.V.  5:152-153. 
57) Robert Hoddle to S.A. Perry, 18 August 1838, H.R.V. 5:270. 
58) Robert Hoddle to S.A. Perry, 5 February 1839, H.R.V. 5:270.
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め て大 きな もの で あ り,彼 等 は 常 に ア ボ リジ ニの 来 襲 とい う事 態 を 恐 れ,ま た想 定 し

て いた ので あ る。 しか も,現 実 に アボ リジ ニに よ る殺 人 も発 生 して い た59)。

　 測量 隊 は,そ こを 生 活基 盤 と して 来 た ア ボ リジ ニに と って は も ち ろん の こ と,そ こ

へ先 に なだ れ 込 ん だ 白人 の牧 羊 業 者 に と って も,歓 迎 され ざる侵 入 者 であ った。

Ⅳ.ア ボ リジ ニの保 護 と教 化

1.G.　 A.ロビンソン の 活 動

　 オ ース トラ リアに お いて 英 国植 民 地 が始 ま った そ の1788年 に生 まれ た ロビ ン ソソは,

1823年 に 英 国 か ら タス マ ニ アへ 入 植 し,建 築 業 者 として成 功 した が,余 暇 を使 って熱

心 に宗 教 的 活 動 を 行 った。 先 述 のバットマン が ア ボ リジ ニの捕 縛 隊 を 組 織 して活 動 し

て い た 時 期 の タ ス マ ニ ア に お い て,彼 は ア ボ リジ ニの 「調 停 員(conciliator)」 に任

命 され る よ う申 し出 て ア ーサ ー準 総 督 を 感激 させ たω)。彼 は 「攻 撃 的 で ない アボ リジ

ニ」 と平 和 に生 活 す る こ とを主 張 した が,当 時 の タ ス マ ニ アで は全 く受 け 入 れ られ な

か った。 しか し,悪 名 高 き ブ ラ ック ・ライン 計 画 の失 敗 の 後,ア ー サ ーは ア ボ リジ ニ

の教 化 に意 欲 的 なロビンソン に た よる よ うにな った。

　 ロ ビン ソソは残 った ア ボ リジ ニを 「約 束 の地 」 に連 れ て行 こ うと した。1831年 か ら

翌 年 にか け て,小 さな グル ー プに 分 け て バ ス(Bass)海 峡 の 小 さなガン・キャリッジ

(Gun　 Carriage)島 に 送 った が,ア ボ リジ ニ達 は 生 きる意 欲 を 失 い 始 め た の で,も っ

と大 きな ブ リソ ダー ズ(Flinders)島 へ移 す こ とに な った 。 約40人 が ガ ソ ・キ ャ リッ

ジ島 か ら ブ リソダ ー ズ島へ 移 され た が,彼 等 は死 ぬ た め に連 れ て こ られ た と信 じ,何

の 解 決 に もな ら なか った。1832年 か ら35年 に か け て約200人 が さ らに タ スマ ニア か ら

プ リン ダー ズ 島 に送 られ,そ こで ヨー ロ ッパ式 の衣 服 や 小 屋 を与 え られ,教 育 ・教 化

を 受 け た。ロビンソン 自身 も現 地 で所 長 と して この ため に尽 力 した。 しか し,条 件 の

悪 い 同 島 で ア ボ リジ ニ の死 亡 が 相次 ぎ,や が て 本 国政 府 の政 策転 換 に伴 って,1847年

に は 残 っ た44人 と若 干 の 混 血 の ア ボ リジ ニ が タ ス マ ニ アへ と戻 され た 【LAI肌AW

1981】。

　 さ て ロ ビ ソ ソンは1835年,保 護 と教 化 を進 め るた め に,タ ス マ ニ アの アボ リジ ニを

59)た とえば次の報告書な どは,き わめて具体 的にその説明を している。

　 T.H.Nutt　to　S.A.　Perry,17　June　1839,　H.R.V.5:371-374.

　 また,白 人 とアボ リジニとの抗争 については 【H.R.V,2A:36-611に 詳 しい。

60)H.R.V,2A:3,

49



国立民族学博物館研究報告別冊　　15号

オ ース トラ リア本 土 へ移 す こ とを 提 案 した61)。 こ の提 案 は本 国政 府 に 伝達 さ れ たが,

採 用 に は至 らなか った62)。 しか しこの ころか ら,ア ーサ ー の提 言 な どを 契機 と して,

法 的 権 限 を有 した ア ボ リジ ニ保 護 官(protector)を 設 置 す べ き との考 え が 強 くな り

始 め た63)。 こ の保 護 官 は や が て,「 あ らゆ る点 で地 方(植 民 地)政 府 な い し地 方 政 府

の構 成 員 や機 構 と結 び つ くこ とな く,独 立 して い るべ き」 もの で あ る と考 え られ る よ

うに な ったα)。

　 この 構 想 は南 オ ース トラ リア植 民 地 の新 設 に伴 って現 実 的 に な り,1836年2月11日

付 で,英 本 国政 府 は ロ ビン ソソな い し彼 の 息 子 を そ の ア ボ リジ ニ保護 官 に任 命 す る案

を示 した65)。 しか し,提 示 され た 年 棒250ポ ソ ドで は 活動 が で きな い と して 二 人 共 こ

れ を拒 否 した。 翌 年 年 棒 を2倍 に す る案 が 再 提 示 され たが,退 任 して ロ ン ドソに引 き

揚 げ た ア ー サ ー の進 言 もあ っ て,結 局年 棒500ポ ソ ドで ロ ビ ン ソ ソが ポ ー ト ・フ ィ リ

ップ地 区 の主任 保 護 官 に 就 任 す る こ と とな った 。1837年12月21日 付 で4人 の副 保 護 官

も任 命 され,彼 等 は1839年1月 に はメルボルン に 着 い た が66),ロ ビソ ソン 自身 の到 着

は これ よ り遅 れ て2月27日 の こ とで あ った67)。

　 この 間,対 ア ボ リジ ニ政 策 が 全 面 的 に再 検 討 され,保 護 官 の職 務 に つ い て も同様 に

検 討 が加 え られ た68)。1838年1月31日 付 で伝 え られ た 保護 官 の職 務 は,お お よそ次 の

よ うな 内容 で あ った69)。

1)可 能な限 り担当地区内の部族 と連絡をとり,可 能であればより定着 した生活に

　誘導できるまで移動に付き添い,ま た信頼を得て,彼 等に友人であると感 じさせ

　ること。

2)　 アボ リジニの権利や関心を注視 して個人的に可能な限 り彼等を保護 し,彼 らの

61) G.A.Robinson to John Montagu, 11 February 1835, H.R.V. 2A:10-12. 
62)  H.R.V.  2A:3. 
63) ibid. 
64) Sir George Grey to A.Y. Spearman, 30 January 1836, H.R.V.  2A:18. 
65) Lord  Glenelg to George Arthur, 11 February 1836, John Montagu to Kenneth Snodgrass, n.d., 

 H.R.V. 2A:19-21. 
66)  H.R.V.  2A:4. 

 Sir George Grey to James Dredge, E.S. Parker, C.W. Sievwright and William Thomas, 21 
 December 1837, H.R.V. 2B:366-367. 

 _FIE  0  J.Dredge, E.S.Parker, C.W. Sievwright,  W.Thomas04A0 
67)  H.R.V.  2B:434. 

 Journal of William Thomas, 4 January 1839, H.R.V.  2B  :435. 
68) Report from the Select Committee on Aborigines (British Settlements) : House of Commons, 

 26 June 1837 (extract), H.R.V. 2A:62-69. 
69) Lord  Glenelg to Sir George Gipps, 31 January 1838, H.R.V. 2B:373-375.
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　願望を忠実に代弁 して,必 要であれば主任保護官を通 じて総督に伝えること。

3)特 定の場所において,あ る人数のアボリジニが生活することが可能となれば,

　彼等をはげまして耕作させ,彼 等の居住に適 した家を建てさせること,ま た彼等

　の文明化と社会的な改善に努めること。

4)子 供の教育は可能な限 り早くから,広 範に実施すること。

5)　 キ リス ト教の教化によって,ア ボ リジニのモラルと信心の改善を進めること。

6)可 能な限 りアボ リジニの言語を学び,自 由にかつ親 しく意見交換ができるよう

　にすること。

7)　アボ リジニに支給するための食糧 ・衣料を管理 し,数 量を確i認すべきこと。

8)管 轄地のアボリジニの人数 と彼等に必要な事柄について,可 能な限 り多 くの正

　確な情報を得ること。

要 す るに,ア ボ リジ ニに 可 能 な限 り近 づ い て そ の情 報 を収 集 しつ つ彼 等 を 保 護 し,

同時 に 白人 の生 活 ・習 慣 へ の同化 を進 め る のが 保 護 官 の職 務 であ った こ とに な る。

　 ロ ビ ソ ソ ンは 主任 保 護 官 に就任 した が,ブ リソダ ーズ 島 へ移 した タス マ ニ ア の ア ボ

リジ ニの 内,生 き残 っ て い る80人 余 の こ とを 依 然 と して 気 に して いた70)。 ・ミソ ・デ

ィー メ ソズ ・ランド のフランクリン(J.Franklin)準 総 督 は彼 等 を本 土 へ移 す こ とに

賛成 で あ った が,ニ ュ ー ・サ ウス ・ウ ェル ズ政 府 の アボ リジ ニ委 員 会 の 方 は,本 土 の

入 植 者 に 「潜 在 的 な 凶 暴 さ」 とで もい え る よ うな ものを 加 え な い よ うに,現 在 地 か ら

移 動 させ な い よ う決 定 した 。従 っ て ギ ップス総 督 は ロ ビ ン ソ ソに,個 人 的 な 使 用人 か

つ ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 の アボ リジ ニ と の コ ソタ ク トのた め に,1家 族 だ け を 連 れ

て くる こ とを許 可 した に過 ぎな か った。 前 述 の よ うに1839年2月 にロビンソン が メル

ボ ル ソへ 向 った時 に は,彼 は8人 の ア ボ リジ ニを 伴 い,4月 に彼 の 妻 と家 族 が さ らに

6人 を 伴 って や って来 た。 これ に密 航 者 が2人 加 わ って 計16人 の ア ボ リジ ニ を ブ リ ン

ダー ズ 島 か ら連 れ て来 た こ とにな るが,ロビンソン は そ の詳 細 を報 告 す るの を いや が

り,報 告 書 は12月12日 まで提 出 され な か った。

　 彼 らは 持参 の食 糧 が 尽 きた後,ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 の アボ リジ ニの た め の非 常

用 を給 され たが,そ の 後正 式 に食 糧 支 給 が認 め られ た の は4人 分 で しか な か った。 食

糧 支 給 が 少 な くな る と,次 第 に林 野 に消 え るア ボ リジ ニが 増 え,後 に女 性1人 が 羊 飼

い と生 活 して い る のが 発 見 され,2人 の 男 が 強 盗 の一 味 と して 絞首 刑 とな り,3人 の

女 性 が ブ リン ダー ズ 島 に送 還 され た。

70)以 下のロビンソン とタスマニアのアボ リジニについては,【H.R.V.2B:392-393]に よる。
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　 4人 の副 保 護 官 はロビンソン よ り早 くメルボルン に つ い て ヤ ラ川 河 畔 で テ ソ ト生活

を 始 め た が,例 え ば そ の うち の1人 ド レ ッジ(J.Dredge)は,テ ソ ト生 活 に よ る妻

の 病 気 な ども あ って,ア ボ リジ ニを 支 援 す る とい う夢 にか られ て英 国か らや って 来 た

こ とを早 くも後 悔 して い た71)。

　 さて,ポ ー ト ・フ ィ リ ップ地 区 の ア ボ リジ ニ達 は,主 任 保 護 官 が到 着 す れ ぽ,た だ

ちに 十 分 な食 糧 ・衣 料 そ の 他 の贈 物 が 支 給 され る と信 じる よ うに な り,数 百 人 が メル

ボ ル ン周 辺 に集 ま った 。 従 って部 族 間 闘 争 が 不 可 避 的 に発 生 し,一 度 は数 人 が負 傷 し

て副 保 護 官 達 に救 助 され るな どの混 乱 が相 次 いだ 。ロビンソン が アボ リジ ニの期 待 に

こた え るた め に な し得 る こ とは,ヤ ラ河 畔 で催 し事 を 企 画 す る こ とで あ った 。1839年

3月28日,パ ン ・牛 肉 ・羊 肉を 約300人 にふ る ま い,つ い で 火 縄 銃 の 展 示 や 槍 投 げ 会

を催 し,午 後 の 御 茶 と夕 刻 の御 祭 り騒 ぎへ と続 いた72)。

　 一 方ロビンソン は,4人 の 副 保 護 官 を北 方 の ゴ ール バ ー ソ(Goulburn)川 地 区,

メルボルン南 西 のジロング 地 区,北 西 の メイ ス ドソ山(Mount　 Macedon)地 区,東

南 の ウエ ス タ ソポ ー ト(Westernport)地 区 に割 り当 て,荷 物 運 搬 用 牛 車 の 手 配 の 問

題 な どで 混乱 は あ った もの の,1839年 中 ご ろ まで に ほ ぼ 目的 地 へ 向 った73)。 ウエ ス タ

ソポ ー トの担 当 とな った トー一マ ス(W.Thomas)だ け は,し ぼ ら くは ヤ ラ河 畔 に残

った り,任 地 か ら戻 った りしてロビンソン を助 け,ヤ ラ河 畔 にや って 来 て戻 らな い ア

ボ リジ ニへ の 対 応 に尽 力 した 。 特 に,当 時 輸 出用 と して価 値 が高 か った 琴 鳥 の尾 を と

るた め に,ヤ ラ河畔 だけ で も30挺 の銃 を 白 人業 者 が ア ボ リジ ニに渡 して お り,ほ とん

どの場 合,こ れ が悲 劇 的 な結 果 を もた ら した。 白人 の 持 ち込 ん だ性 病 に か か った ア ボ

リジ ニも,ヤ ラ河畔 にた くさん 集 ま った。 トー マス は詳 細 な行 動 記 録 を 残 して い る が,

そ の 中 には ヤ ラ河 畔 に おげ る強 姦 ・売 春 の 記録 が含 まれ,と りわ け多 くの ア ボ リジ ニ

の 男 が女 を ラ ム酒 な ど と交 換 す る様 子 に 落 胆 して い る74)。

　 初 期 の メル ボ ル ンの 白 人 入植 者 達 は,死 に そ うな ア ボ リジ ニに対 して割 く余 裕 も時

間 も概 して十 分 では な か った。 ア ボ リジ ニ の文 明化 や 教 化 の 努 力 も食 糧 支 給 が少 な く

な る とす く・に効 果 を 失 った 。 メル ボ ル ンの為 政 者 達 は,ア ボ リジ ニをメルボルン か ら

離 そ うと し,軍 ・警 察 の 力 で銃 を持 った ア ボ リジ ニを押 え る代 わ りに,保 護 官 を通 じ

て ア ボ リジ ニを説 得 して ヤ ラ河 畔 を立 ち去 らせ よ うと した。 しか しそ れ も不 成功 で あ

った り,一 旦離 れ た と して もす く・に食 糧 ・タバ コ ・ア ル コー ルを 求 め て 戻 る場合 が 多

71) Journal of James Dredge, January to May 1839,  H.R.V. 2B:419-431. 
72) H.R.V. 2B:434-435. 
73) ibid. 
74) The Journal of William Thomas, 1 April 1839-21 December 1839, H.R.V. 2B:520-575.
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く,む しろ そ の よ うな 白人 的 影 響 を 与 え た こ とにつ いて 非 難 され た75)。

　 政府 に対 して,ア ボ リジ ニへ の食 糧 支給 の増 加 を 求 め て い た ロ ビ ソ ソ ンは,こ の よ

うな 事 態 を経 て,そ れ が害 悪 を もた らす だけ だ と考 え る よ うに な った 。1839年 末 には,

シ ドニ ー政 府 の考 え に 合致 す る よ うに,幾 つ か の地 点 に お い て 「労 働 や よい 行動 」 に

対 す る報 償 と しての み,食 糧 や 衣 料 を給 す る よ うに決 定 した 。彼 は,や が て キ リス ト

教 の 教 化 だ けが,真 に有 効 で あ る と考 え る よ うに な った76)。

2.J.　 R.オートン の 活 動

　 1835年 に おけ る,ニ ュー ・サ ウス ・ウ ェル ズ のバ ー トン(W.W.　 Burton)判 事 と

の 合意 に基 づ いて,バ ー ク総 督 は ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 に政 府 の ミッシ ョンを設 置

す る こ とを 決 定 し,そ の宣 教 師 にラングホーン(G.Langhorne)を 任 命 した77)。政

府 の 「ア メ とム チ」政 策 の一 環 と して,ア ボ リジ ニが 定 着 して ヨー ロ ッパ 的 な 市 民 と

な る よ う,労 働 と協 力的 行 動 に 対 して土 地 ・食 糧 ・衣料 を給 す るの が 目的 で あ った78)。

1836年 末 に ポ ー ト ・フ ィ リッ プ地 区 に 到 着 した ラ ソグホ ー ソは,ヤ ラ川南 岸 に895エ ー

カ ーの ミッ シ ョ ン用 の土 地 を確 保 す る こ と とな り,翌 年6月 に は ホ ドル に よ って そ の

場 所 が測 量 ・設 定 され た79)。

　 ラ ソ グホ ー ソ夫 妻 は こ こに管 理 人 夫 妻 と共 に住 み,教 化 活動 を開 始 した 。 彼 は予 期

以 上 の 成 果 だ と報 告 し,親 が ど こか へ 出て 行 った 時 も子 供 が そ こ に残 った と した。

1837年8月 に は,活 動 の拡 大 をす るた め に 教 師や 倉 庫 管 理 人 な どを求 め,そ れ が ほ ぼ

認 め られ た80)。 しか し この まま順 風 が 続 い た の で は な く,こ の翌 年 ご ろか らヤ ラ川 河

畔 に 集 ま り始 め た アボ リジ ニをめ ぐる混 乱 は す で に先 に 述 べ た とこ ろで あ る。

　 この よ うな政 府 の ミ ッシ ョン と相 前 後 して活 動 を開 始 した の は メ ソジス ト派 で あ っ

た 。 メ ソジ ス ト派 は 多 くの新 しい入 植 地 に お け る教 化 活 動 を 支援 して い た 。 タス マ ニ

アの牧 師 で あ った オ ー トン神 父 は,1836年1月20日 に ロ ン ドソの メ ソジス ト派協 会 に

手 紙 を書 いた 。 ポ ー ト ・フ ィ リップ地 区 は,ス ク ォ ッタ ーや そ の雇 人 達 が 部 族 生 活 を

破 壊す る前 に,至 急 教 化 活 動 を開 始 す るに適 した土 地 だ とい うので あ る81)。4月 に は

75)H.R.V.2B:517-520.

76)H.R.V.2B:435.

77)H.R.V.2A:153-154.,以 下,政 府 のミッション に つ い て は,同 書 に よ る。

78)Colonial　 Secretarゾsdraft　 memorandum,9December　 1836,　 H.R.V.2A:161-165.

79)S.A.　 Perry　 to　Robert　 Hoddle,6June　 1837,　 H.R.V.5:90-91.

80)H.R.V.2A:153-154.

81)Rev.　 J.R.　 Orton　 to　Wesleyan　 Missionary　 Society,20　 January　 1836(extract),H.R.V.2A:

　 77-78,
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メ ル ボル ンに到 着 し,そ こで の 最初 の説 教 を 行 った82)。8月 には,メ ル ボ ル ンの周 辺

60マ イ ル 以 内 に約1000人 の ア ボ リジ ニが 狩猟 ・採 集 生 活 を して お り,「 最 も堕 落 した

未 開 人 」 で あ り,緊 急 に キ リス ト教 の教 化 を 必 要 とす る,と ロ ン ドンに報 告 して い

る83)。

　 オ ー トンの考 え は,ア ーサ ー準総 督 や パ ー ク総 督 に 受 け 入れ られ た が,彼 の活 動 の

た め に,メルボルン にす で に設 置 され て いた 政 府 の ミ ッシ ョンか ら 「適 当 な距 離 」 の

と こ ろに,メ ソジ ス ト派 の ミ ッシ ョンのた め の 土 地 を提 供 し,資 金 援 助 を す る とい う

正 式 許 可 は12.月 ま で遅 れ た84)。 しか も,ロ ソ ドンの協 会 か らの支 援 を 得 るた め に さ ら

に 待 た ね ぽ な らず,1838年3月 に漸 く数 人 の メ ソジス ト派 の宣 教 師 が ホバ ー トに到 着

した85)。

　 同 年5月,オートン は シ ドニ ーを訪 れ て新 総 督 ギ ップス に会 い,具 体 的 な 支援 の要

請 を した86)。 メ ソジ ス ト派 の ミ ッシ ョンの計 画 は,す で に発 足 してい た上 述 の よ うな

政 府 の そ れ と類 似 してい た が,す で に政 府 の ミ ッシ ョンの成 功 が 疑 問 に な り始 め て い

た こ とか ら,ギ ップ スは これ を認 め た よ うで あ る87)。 しか し,オ ー トンが 求 め た16平

方 マイ ル の 土地 は広 す ぎ る と して難 色 を示 した88)。

　 8月 に な る とオートン の下 に派 遣 され た タ ック フ ィー ル ド(F.Tuckfield)神 父が

ジロングの西 約30マ イル の と ころ に適 した 土 地 が あ る と報 告 して い る89)。オートン は

これ を 認 め,早 くそ こを 占拠 し,熟 練 した 管 理 人 の下 で,友 好 的 な ア ボ リジ ニに農 業

を させ る よ うに ア ドバ イ ス した 。 タ ック フ ィー ル ドは これ に 従 って 活 動 を 開 始 した

が,農 業 で は 多少 の成 果 が あ った もの の,教 化 の 点 で は全 く成 果 が な か ったgo)。彼 は

ア ボ リジ ニの言 葉 を 覚 え る と,彼 が表 現 した 思 想 が ア ボ リジ ニ の伝 統 的 な そ れ とぶつ

か って 拒 絶 され る よ うに 感 じた。 しか し彼 の努 力 は伝 わ って,ア ボ リジ ニの 信頼 を得

た91)。

　オートン は ロ ン ドンの 協会 に さ まざ ま な報 告 を して い る。 中 には,白 人 の 入植 が ア

82)  H.R.V.  2A:75. 
83) Rev. J.R. Orton to Wesleyan Missionary Society, August 1836, H.R.V. 2A:80-89. 
84) Colonial Secretary to Rev. J.R. Orton, 10 December 1836, H.R.V. 2A:93. 
85)  H.R.V.  2A:75. 
86) Rev. J.R. Orton to Sir George Gipps, 3 May 1838 (extract), H.R.V. 2A:93-96. 
87) H.R.V. 2A:76., Colonial Secretary to Rev. J.R. Orton, 7 May 1838, H.R.V. 2A:97. 
88) Rev. J.R. Orton to Colonial Secretary, 18 May 1838, Sir George Gipp' s minute, 21 May 1838, 

 H.R.V. 2A:97-98. 
89) Rev. F.Tuckfield to Wesleyan Missionary Society, 12 August 1838 (extract), H.R.V. 2A: 

 104-108. 
90)  H.R.V.  2A:76. 
91) Rev. F.Tuckfield to Wesleyan Missionary Society, 20 February 1839, H.R.V.  2A:112-115.
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ボ リジ ニの狩 猟 ・採 集 地 を 奪 って そ の生 活 を破 壊 して死 に至 ら しめ て い る こ と92),新

し く任 命 され た保 護 官 と協 力 してや っ てい きた い こ と93),な どが含 まれ て い た 。また,

1839年4月 に は,妻 に あ て て,メ ル ボ ル ンの変 化 が急 激 で あ る こ とに驚 き,ま た メル

ボ ル ンの す ぐ近 くに4～500人 の ア ボ リジ ニが お り,彼 らの夕 方 の 踊 りに感 動 した が,

同時 そ の堕 落 した状 況 を な げ き,ま た彼 等 か ら彼 等 の信 頼 を得 た タ ック フ ィー ル ドの

名 と変 則 的 な英 語 の片 言 を 聞 い た と記 して い る94)。前 述 のロビンソン が企 画 した 催 し

の約1ヵ 月後 の こ とで あ り,ま だ 続 い てい た 混 乱 の 様子 に他 な らな い。 さ らに,ア ボ

リジ ニが 子供 を食 べ た とい う食 人 の例 の報 告 もあ る95)。

　 さ て,16平 方 マ イ ル の土 地 の 下 付 に難 色 を 示 して い た ギ ップ ス総 督 は,や が て実 験

的 に5年 間 の 使用 を認 め よ うと した が,測 量長 官 代 理 の ペ リー に反 対 され た。 ミッシ

ョンは 白人 と家畜 か らア ボ リジ ニを 隔離 す る希 望 を 失 い か けた 。 しか し1839年9月,

ジ ロ ングの警 察長 官 が,前 述 の よ うにす でに 先 行 して 開設 され た ミ ッシ ョンを見 学 し

て これ を支 援 す る よ うに な り,結 局ミッション の5マ イ ル 以 内 に ス クォ ッタ ーや そ の

羊 飼 い の立 ち 入 りが禁 止 され た 。 この ミッシ ョ ンで は アボ リジ ニの 子 供 の教 育 や,移

動 す る部 族 との 連絡 ・交 流 が は か られ た96)。

　 1840年5月,ポ ー ト ・フ ィ リ ッ プ地 区 の 責 任 者 で あ る ラ ・ トロー ブ(C.J.　 La

Trobe)へ の報 告 に よれ ぽ,こ のミッション の 状 況 は 次 の よ うで あ った97)。平 均60人

の ア ボ リジ ニが耕 作 を手 伝 いつ つ ミ ッシ ョンの施 設 を 使 用 し,何 人 か の 子供 は文 字 が

読 め る よ うに な り,12人 の女 の子 が 裁縫 を おぼ えた とい う。 しか し同時 に,各 部 族 の

人 口が 急 減 した り,絶 滅 した りして い るこ と,白 人 と接 触 して病 死 す る例 や,老 齢 な

い し闘 争 で死 亡 す る例 が あ る こ と,ま た 白人 との 間 の混 血 の子 供 が 生 まれ た 時 に ほ と

ん ど殺 され る こ と,な ど も報 告 され て い る。

　 この段 階 では,=オ ー トンが企 画 した メ ソジ ス ト派 のミッション そ の もの は まだ 希望

が あ るか に 見 えた。 しか しそ の 後 次 第 に矛 盾 が 表 面 化 し,1848年 に は失 敗 に帰 した98)。

92) Rev. J.R. Orton to Wesleyan Missionary Society, 19 October 1838 (extract), 13 May 1839, 
 H.R.V.  2A:110-111, 116-123. 

93) Rev. J.R. Orton to Wesleyan Missionary Society, 9 January 1839 (extract), H.R.V. 2A:111. 
94) Rev. J.R. Orton to Mrs. Sarah Orton, 20 April 1839, H.R.V. 2A:115-116. 
95) Rev. F. Tuckfield to Wesleyan Missionary Society, 13 March 1839, H.R.V. 2A:115. 
96) H.R.V. 2A:76-77. 
97) Rev. B. Hurst to C.J. La Trobe, 7 May 1840, H.R.V. 2A:148-150. 
98)  H.R.V.  2A:77.
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V.お わ り に

　 以上 の よ うに,1830年 代 の ポ ー ト ・フ ィ リ ップ地 区 で は,さ ま ざ まな混 乱 と試 行 の

中に,ア ボ リジ ニは 急速 に衰 退 へ の道 を た ど った。 バ ッ トマ ンが 最初 に上 陸 して か ら

わ ず か4年 余 しか 経 て な い1840年 に は,こ れ とは逆 に激 増 した 白人 の方 はす で に1万

人 を越 え て いた 。 白人 の ア ボ リジ ニへ の対 応 は,個 人 的 な経 済 的利 益 の ため や 白人 女

性 が 少 な いた め の 性 の は け 口 と して の功 利 的 利 用,為 政 者 と して の 見識 や キ リス ト教

的 立場 か らの善 意 ない し平 等 的意 識 に よ る同 化 ・教 化 ・隔 離 の 動 き,行 政 官 な い し管

理 者 と して の秩 序 維 持 を 目的 と した武 力 行 使,単 な る興 味 ・恐 怖 に 由来 す るか さ らに

悪 意 を も った 武 力 行 使,な どに分 れ る。 これ らの対 応 は いず れ も,す で に見 て きた よ

うに アボ リジ ニの生 活 の デ リケ ー トなバランス を くず し 【CHRIsTIE　 l979:4-521,そ

の 生 活基 盤 を 破 壊 し,さ らに は 直 接 的 に彼 等 を 殺 害 す る とい う結 果 を もた ら した。ヨ ー

ロ ッパ か ら持 ち こん だ物 資 も また 同様 で あ った。

　 例 え ば,バットマン の使 用 人 とな った アボ リジ ニ も,彼 の病 気 に よ って 目が とどか

な くな る と,多 くの ア ボ リジ ニの 場 合 と 同様 に アル コー ル に お ぼ れ て事 件 を起 こ し

た99)。 ア ル コー ル の 存 在 そ の もの が,ア ボ リジ ニ社 会 を大 き く傾 け る こ とに な った

が,混 乱 と試 行 を 重 ね た政 策 は,こ れ に つ い て も全 く無 力 であ った。

　 ニ ュ ー ・サ ウス ・ウ ェル ズ立 法議 会 は,1839年 に境 界 警 察 の設 立 を 法制 化 した 。 こ

れ は アボ リジ ニ と 白人 の 双方 を平 等 な裁 判 に 持 ち込 むた め の も ので あ ったが,ほ とん

どの警 官 が退 役 軍 人 や 開放 流 刑 囚 で あ った た め に,し ぼ しば ス クォ ッター の側 の武 装

兵 の よ うな役 割 を 果 た す こ とに な り,ア ボ リジ ニの敵 とな った100)。

　ロンドン や シ ドニ ーで は ア ボ リジ ニの 法 的 権利 を め ぐる様 々な 議論 が行 わ れ た が,

そ の結 果 が,ア ボ リジ ニ 自体 に とっ ては 全 くプ ラス に な らなか った こ とはす で に 述 べ

た と ころ で あ る。 為 政 者 は大 概 リベ ラル で あ った か,そ うあ ろ うと した。 英 本 国 の 植

民 地担 当 国務 大 臣 とな った ラ ッセル(J.Russell)は,1839年12月21日,ギ ップス総

督 に対 し,彼 の 政 府 が 「も と も と侵 略 した の は我 々 自身 で あ る」 とい うこ とを 忘 れ る

こ とは不 可 能 で あ る,と 書 い た101)。 しか し,そ の よ うな感 傷 は 多 々あ った と して も,

現 実 に有 効 な形 で 実 施 し得 な か った こ とは,ア ボ リジ ニ の人 口の激 減 が示 して い る と

99)  H.R.V.  2A:201. 
100)  H.R.V.  2B:748. 
101) Lord John Russell to Sir George Gipps, 21 December 1839, H.R.V. 2B:767-768.
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ころ で あ る。

　 「た き火 は ポ ー ト ・フ ィ リップの あ らゆ る とこ ろか ら消 え て しま い,も う再 び 燃 え

る こ とは ない 」102)。た だ,か つ て ア ボ リジ ニが 呼 び な らわ した 地 名 だ け が,い ま もそ

こ ご こに残 って い る。

文 献

CAMPBELL, A.H. 
   1987 John Batman and the Aborigines. Victoria: Arena Printing Group. 

CHRISTIE, M.F. 
   1979 Aborigines in Colonial Victoria 1835-86. Sydney: Sydney University Press. 

CROLL, R.H. & R.R. WETTENHALL 
   1937 A Pioneer of Melbourne and Founder of Geelong. Robertson & Mullens.

金 田章 裕

　 　 1985　 『オ ー ス トラ リア歴 史 地 理 一都市 と農 地 の方 格 プ ラ ソ』 地 人 書 房 。

　 　 1987「 ニ ュ ー ・サ ウス ・ウ ェル ズ 植民 地 に おけ る中 心 集 落 の計 画 とそ の 実 施 一19世 紀 前 半

　 　 　　 　 の ハ ン ター河 谷 を 中心 に 」 『オ ー ス トラ リア研 究 紀要 』12:115-132。

　 　 1988「 オ ース トラ リア の開 拓 と土 地 計 画」 『オ ー ス トラ リア研 究紀 要 』14:41-60。

 LAIDLAW, R. 
   1981 European Settlement and the Effects on Aboriginal Society. In T.  Gurry  (ed.), The 

        European Occupation, Heinemann Editorial Australia, pp.44-72. 
SELBY, I. 

   1928 Robet Hoddle and the Planning of Melbourne. The Victorian Historical Magazine 
 13  (2)  :55-64. 

SMITH, L.R. 
   1980 The Aboriginal Population of Australia. Canberra: Australian National University 

          Press. 
TINDALE, N.B. 

   1974 Aboriginal Tribes of Australia: Their Terrain, Environmental Controls, Distribution, 
        Limits and Proper Names. Canberra: Australian National University Press. 

TURNBULL, C. (ed.) 
   1948 Black War: The Extermination of the Tasmanian Aborigines. Cheshire.

原典の所在および略号

1. Historical Records of Australia, Melbourne, Victoria —> H.R.A. 

2. Historical Records of Victoria, Melbourne, Victoria —> H .R.V. 

3. State Library of Victoria: La Trobe Collection, Melbourne, Victoria —> LT.C. 

4. State Library of New South Wales: Mitchel Library, Sydney, New South Wales —> M.L. 

5. Tasmanian State Archives, Hobart, Tasmania —> T.S.A.

102) H.R.V. 2B:750.

57


